
サービス提供時間について

当デイセンターの営業時間は 8：30～17：30、サービス提供時間は 9：00～17：00とな

っています。延長利用に関しては事前にご相談ください。

利用時の持ち物・・・入浴後の着替え（お名前の記入をお願いします）・お薬

オムツ（苑のオムツ等を利用された場合は別途費用が必要で

す。）・連絡帳（苑で用意します）

バスタオル・石鹸等は苑で用意しています。

介護保険証（初回ご利用時のみ）

利用料・・・介護保険単位の１割・２割・３割（負担割合証に記載）

昼食代 620円／回

おやつ代 100円／回

教養娯楽費 100円／回

その他、実費が発生した時（特別食・特別なレクリエーションなど。事前

にご連絡いたします。）

【総合事業】

1 総合事業費

②サービス提供体制強

化加算

合計（１ヶ月）

1 ＋②

要支援１ 1672単位 88単位 1760単位

要支援２ 3428単位 176単位 3604単位

1単位＝10.14円

【総合事業】各加算項目

栄養アセスメント加算 … ５０単位/月

科学的介護推進体制加算 … ４０単位/月

※ご利用者の情報を定期的に厚生労働省のデータベースに送ります。



【通所介護】

通所介護費 入浴加算(Ⅰ) 認知症加算 中重度者ケア

体制加算

サービス提供

体制強化加算

（Ⅰ）

合計（1日）

要介護１ 655単位

40単位

60単位

※対象者

のみ

45単位 22単位

762単位

要介護２ 773単位 880単位

要介護３ 896単位 1003単位

要介護４ 1018単位 1125単位

要介護５ 1142単位 1249単位

1単位＝10.14円

※７時間から８時間利用のサービス単位

【通所介護】各加算項目

栄養アセスメント加算 … ５０単位/月

科学的介護推進体制加算 … ４０単位/月

※ご利用者の情報を定期的に厚生労働省のデータベースに送ります。

中重度者ケア体制加算に関して、体制が整っていない期間は算定されません。

【総合事業・通所介護】

・各加算の算定、計画書作成のため、ご自宅を訪問させていただく事がございます。

・介護職員処遇改善加算Ⅰ（利用月の合計単位数の５．９％）、特定処遇改善加算Ⅰ

（利用月の合計単位数の１．２％）、介護職員等ベースアップ等支援加算（利用月の合

計単位数の１．１％）が上乗せされます。

お支払い方法

月末締めの翌月２７日に指定の口座より引き落としをさせていただきます。

※引き落とし手数料のご負担をお願いいたします。

あくなみ苑デイサービスセンター

奈良県生駒郡安堵町岡崎 33-1

電話 0743-59-0070
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介護予防・日常生活支援総合事業

第一号通所事業契約書別紙（兼重要事項説明書）

１．事業者（法人）の概要

事業者（法人）の名称 社会福祉法人 宝山寺福祉事業団

主たる事務所の所在地 〒630－0257 生駒市元町 2－14－8

代表者（職名・氏名） 理事長 辻村 泰範

電話番号 0743－74－6644

２．ご利用事業所の概要

ご利用事業所の名称 あくなみ苑デイサービスセンター

サービスの種類 介護予防通所介護相当サービス

事業所の所在地 〒639－1062 生駒郡安堵町大字岡崎 33-1

電話番号 0743－59－0070

指定年月日・事業所番号 平成 29年 8月 1日 2971700220

実施単位・利用定員 １単位 定員 18名

管理者の名前 田中 将史

通常の事業の実施地域 安堵町,斑鳩町,河合町,三郷町,平群町,王寺町,大和郡山市,川西町

３．事業の目的と運営の方針

事業の目的

要支援状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅

において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保

及び向上を図るとともに安心して日常生活を過ごすことができるよ

う、介護予防通所介護相当サービスを提供することを目的とします。

運営の方針

事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境を踏まえ、介護保険法その

他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、

地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用

者の要支援状態等の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状態となるこ

との予防のため、適切なサービスの提供に努めます。

４．提供するサービスの内容

第一号通所事業は、事業者が設置する事業所に通っていただき、入浴、排泄、食事等の介

護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認やその他利用者に必要な日常生活上の世

話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持を図るサービスです。
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５．営業時間

営業日
月・火・水・金・土 曜日

ただし、年末年始（12月 31日から 1月 3日）を除きます。

営業時間 午前 8時 30分から午後 5時 30分まで

サービス

提供時間

午前 9時から午後 5時まで

６．事業所の職員体制

従業者の職種 勤務の形態・人数

生活相談員 常勤 1人

看護師 常勤 1人

介護職員 常勤４人

機能訓練指導員 常勤 1人

７．サービス提供の担当者

あなたへのサービス提供の担当職員は下記のとおりです。

サービス利用にあたって、ご不明な点やご要望などありましたら、何でもお申し出ください。

担当職員の氏名 生活相談員 石田 久美子

８．利用料

あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、あなたからお

支払いいただく「利用負担金」は原則として負担金割合証に応じた基本利用料の１割か２割

か３割の額です。ただし、介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた

額の金額をご負担いただきます。

（１）第一号通所事業の利用料

【基本部分】

利用者介護度等 基本利用料 利用者負担（１割） 利用者負担（２割）

事業対象者

要支援１

1647単位

16700円
1670円 3340円

通所型サービス１日割 54単位／日

548円
55円 110円

通所型サービス１回数

※月の中で４回まで

378単位／回

3833円
384円 767円

要支援２

3377単位

34242円
3425円 6849円
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通所型サービス２日割 111単位／日

1126円
113円 226円

通所型サービス２回数

※月の中で８回まで

389単位／回

3944円
395円 789円

（注１）上記の基本利用料は、市町村が告示で定める単位/金額であり、これが改定された場

合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい

基本利用料を書面でお知らせします。

【加算】

以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。

加算の種類 加算の要件（概要）

加算額

基本利用料

利 用 者 負

担

（１割）

利用者負担

（２割）

若年性認知症

受け入れ加算

40歳以上 65歳未満の方に認知症に合っ

た介護や相談を行った場合

240単位

2433円
244円 487円

生活機能向上

グループ活動加算

共通の課題を有する複数のグループに対して実施

される日常生活のための活動を行った場合

100単位

1014円
102円 203円

運動機能向上

加算

運動機能向上を目的とし、個別に実施 225単位

2281円
229円 457円

栄養改善

加算

低栄状態の改善等を目的として個別

に実施

150単位

1521円
153円 305円

口腔機能向上

加算

口腔機能の向上を目的として個別に

実施

150単位

1521円
153円 305円

選択的サービス

複数実施加算Ⅰ

運動機能向上サービス、栄養改善サー

ビス、又は口腔機能向上サービスのう

ち複数のサービスを実施した場合

480単位

4867円
487円 974円

選択的サービス

複数実施加算Ⅱ

700単位

7098円
710円 1420円

事業所評価加算 利用者の要支援状態の維持・改善の割

合が一定以上であること

120単位

1216円
122円 244円

サービス提供体制

強化加算Ⅰ１

直接提供する職員の総数

のうち勤続年数三年以上

の者の占める割合が百分

の三十以上

事 業 対 象

者

・要支援１

72単位

730円 73円 146円

・要支援２

144単位

1460円
146円 292円

介護職員

処遇改善加算Ⅰ

介護職員の賃金改善計画に

基づいた適切な処置を講じ

実施している。介護職員処

事 業 対 象

者

・要支援１

全提供単位×

59/1000

全提供単位×

12/1000

（特定）

全提供単位×

11/1000

（ベースアップ
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特定加算Ⅰ

ベースアップ等

加算Ⅰ

遇改善加算に関する実績を

都道府県知事に報告。法令

に違反するなど罰金以上の

刑に罰せられていない。労

働保険料の納付を適切に行

っている。介護職員の職責

内容の要件を定め書面で周

知している資質向上計画を

策定し周知している。

等）

・要支援２

全提供単位×

59/1000

全提供単位×

12/1000

（特定）

全提供単位×

11/1000

（ベースアッ

プ等）

（注３）サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。

【減算】

以下の要件を満たす場合、上記の基本部分から以下の料金が減算されます。

減算の種類 減算の要件

減算額

基 本 利 用

料

利 用 者 負

担

（１割）

利用者負担

（２割）

－94単位

－953円

同一建物減算

同一建物に居住する利用

者に対しサービスを行っ

た場合

事業対象者

・要支援１
－96円 －191円

・要支援２
－96円 －191円

利用者の数が利用者定

員を超える場合又は看

護・介護職員の員数が基

準に満たない場合

定員を超えた利用や人員

配置基準に違反している

場合

基 本 利 用

料

利 用 者 負

担

（１割）

利用者負担

（２割）

－30単位

－304円

事業対象者

・要支援１
－31円 －61円

・要支援２
－31円 －61円

（２）その他の費用

食 費
食事の提供を受けた場合１回につき昼食 620円、おやつ 100円いただき

ます。

レク材料費 一日（回）の利用につき 100円いただきます。

おむつ代 おむつの提供を受けた場合１回につき実費をいただきます。
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その他

上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担

が適当と認められるもの（利用者の希望によって提供する日常生活上必

要な身の回り品など）について費用の実費をいただきます。

（３）支払い方法

上記（１）、（２）の利用料（利用者負担金）は、１ヶ月ごとにまとめて請求しますので、

サービスを利用した月の翌月の 27日（休日の場合は前日の営業日）に指定の金融機関から

引き落としをさせていただきます。

９．緊急時における対処方法

サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やか

に主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。

１０．事故発生時の対応

サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の地域包括支

援センター等及び安堵町へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

１１．苦情相談窓口

（１）サービス提供に関する苦情や相談は当事業所の下記の窓口でお受けします。

事業所相談窓口

電話番号 0743 - 59 - 0070

担当：センター長 田中 将史

生活相談員 石田 久美子

（２）サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。

苦情受付期間

安堵町健康福祉課 電話番号 0743－57－1590

王寺町福祉介護課 電話番号(代)0745-73-2001

奈良県国民健康保険団体連合会 電話番号 0744－29－8311

１２．サービスの利用にあたっての留意事項

サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。

（１）サービスの利用中に気分が悪くなったときは、すぐに職員にお申し出ください。
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（２）複数の利用者の方々が同時にサービスを利用するため、周りの方のご迷惑にならない

ようお願いします。また、食べ物等を職員や利用者に配らないようにお願いいたしま

す。

（３）体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早め

に担当の地域包括支援センター等又は等事業所の担当者へご連絡ください。



7

介護予防・日常生活支援総合事業 指定第１号通所事業提供同意書

令和 年 月 日

事業者は、利用者へのサービス提供開始にあたり、上記のとおり重要事項を説明しました。

事 業 者 所在地 奈良県生駒郡安堵町大字岡崎 33-1

事業者（法人）名 社会福祉法人 宝山寺福祉事業団

あくなみ苑デイサービスセンター

代表者職 センター長

氏 名 田中 将史 印

説明者職 生活相談員

氏 名 印

私は、事業者より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。

また、この文書が契約の別紙（一部）となることについても同意します。

利 用 者 住 所

氏 名 印

署名代行者（又は法定代理人）

住 所

氏 名 印

本人との続柄
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